
 

諮問第103号の答申 

経済産業省企業活動基本調査の変更について（案） 

  

本委員会は、諮問第103号による経済産業省企業活動基本調査の変更（平成30年以降

の調査に係る変更）について審議した結果、下記のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

 

１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成29年３月７日付け20170228統第１号により経済産業大臣から申請された「基

幹統計調査の変更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審査し

た結果、以下のとおり、統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件のいず

れにも適合しているため、「経済産業省企業活動基本調査」（基幹統計調査。以下

「本調査」という。）の変更を承認して差し支えない。 

ただし、以下の「（２）理由等」で指摘した事項については、計画の修正が必要

である。 

 

（２）理由等 

ア 報告を求める事項の変更 

（ア）消費税の取扱いに関するチェック欄の追加（図１参照） 

本申請では、本調査に回答するに当たっての消費税の取扱いに関するチェッ

ク欄について、これまでの「税抜き」欄に加え、「税込み」欄も設ける計画で

ある。 

図１  
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これについては、これまで「税抜き」欄にチェックがなされていない調査票

について、「税込み」で記入されたものなのか、「税抜き」で記入されつつも

チェックを忘れているだけなのか直ちには判断できなかったことを踏まえ、回

答された内容の正確な取扱いを確保しようするものであるとともに、「統計調

査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン」（平

成27年５月19日各府省統計主管課長等会議申合せ）に対応して、将来的に、税

資料２ 
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込みに補正したデータによる統一的な集計（以下「税込統一集計」という。）

を行うことを念頭に置いたものであることから、適当である。なお、税込統一

集計については、可能な限り早期に実現されることを期待する。 

 

（イ）従業者数の把握における正社員・正職員以外の項目名称の変更 

本申請では、従業者数の把握における正社員・正職員以外の項目名称につ

いて、以下のとおり、変更する計画である。 

① 「パートタイム従業者」を「正社員・正職員以外（パート・アルバイト

など）」に変更する。 

② 「臨時・日雇雇用者」を「臨時雇用者」に変更する。 

これらは、「統計調査における労働者の区分等に関するガイドライン」（平

成27年５月19日各府省統計主管課長等会議申合せ）における整理を踏まえ、他

の統計調査の結果との比較可能性の向上に資するものであることから、適当で

ある。 

 

（ウ）「有形固定資産の当期除却額」の項目名称の変更（図２参照） 

本申請では、「固定資産の増減」に関する項目のうち、「有形固定資産の当

期除却額」の項目名称を「有形固定資産の当期減少額」に変更する計画である。 

これについては、これまでの本調査において、有形固定資産については「除

却額」、無形固定資産については「減少額」と、両者の間に用語の相違があっ

た一方で、双方の定義・範囲が同じであることから、用語の統一を図ろうとす

るものであり、この変更自体は、適当である。 
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（注）「有形固定資産の当期減少額（0444）」及び「無形固定資産の当

期減少額（0445）」は、減価償却額を含めず、当期の売却、除却、廃棄、

滅失による減少額を記入してください。

減価償却費については、有形固定資産に関する額及び無形固定資産

に関する額の合計を「減価償却費（0513）」に記入してください。
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しかしながら、以前から「減少額」の用語を用いている「法人企業統計調査」

（財務省所管の基幹統計調査）においては、「減少額」について、減価償却費

も含む包括的な用語として用いているのに対して、本調査では、減価償却費は

費用の一部として別途把握しており、「減少額」の定義・範囲には含まれてい

ない。このため、双方の統計調査に回答している報告者において、記入範囲に

紛れが生じ、正確な結果が得られなくなるおそれがある。ついては、調査票の

中に具体的な注釈を付し、正確な記入を確保する必要があることを指摘すると

ともに、公表する際に、利用者に紛れが生じないよう、配慮する必要がある。 

また、今回の変更は、「除却額」から「減少額」に項目名称を変更するもの

の、用語の定義・範囲に変動が生じるものではない。しかし、集計結果に何ら

説明を加えない場合、利用者が時系列比較等を行う際に疑義を生じるおそれが

ある。ついては、公表する際に、変更前の「除却額」と変更後の「減少額」の

定義に変更がない旨の明示等についても、併せて配慮する必要がある。 

 

（エ）「企業経営の方向」についての選択肢の変更 

     本申請では、「企業経営の方向」に関する項目のうち、企業の機関設計に関

する事項及びストック・オプション制度の実施状況に関する事項について、選

択肢を変更する計画である。 

これについては、行政ニーズを踏まえた見直しであるとともに、回答上の選

択肢が若干増えるにとどまるものであり、報告者負担が著しく増加するもので

はないことから、適当である。 

 

イ 報告を求める事項の新設 

  本申請では、報告を求める事項として、新たに法人番号を追加する計画である。 

これについては、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25

日閣議決定。以下「第Ⅱ期基本計画」という。）において示された「企業を対象

とする統計調査における法人番号の利活用について検討」する旨の課題に対応す

るものであることから、適当である。 

なお、平成31年調査以降については、平成30年調査で回答された法人番号をプ

レプリントする形で報告負担の軽減が図られる予定であり、この対応についても、

適当である。 

 

ウ 集計事項の変更 

（ア）報告を求める事項の変更に伴う集計事項の変更等 

本申請では、報告を求める事項の変更に伴い、集計事項の一部を変更するほ

か、集計事項間の整合を図るための表章区分の変更を行う計画である。 

これについては、報告を求める事項の変更に伴う機械的な変更や、表章区分

の軽微な変更であることから、適当である。 
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（イ）秘匿箇所が多い集計の一部取りやめ 

本申請では、確報の集計表のうち、秘匿箇所が多い集計表の一部項目につい

て、集計を取りやめる計画である。 

  これについては、①秘匿箇所が多く、従前から利活用面での制約が大きいも

のについての取りやめであること、②秘匿作業のために要している多大な労力

を軽減し、それにより得られるリソースを活用することで、後記エに記載する

確報に係る公表時期の早期化のほか、集計結果の精度向上や要因分析の充実に

より、統計の有用性の向上を図ることとしていることから、適当である。 

 

エ 公表時期の変更 

   本申請では、前記ウ（イ）による集計事項の見直しにより得られるリソース

を活用し、確報の公表を１か月早期化する計画である。 

これについては、利用者の利便性の向上に資するものであることから、適当で

ある。 

 

２  統計委員会諮問第22号の答申（平成22年１月25日付け府統委第９号）で示された

「今後の課題」への対応状況 

本調査については、統計委員会諮問第22号の答申時において、①企業活動に関する

統計の体系的な整備、②調査対象範囲及び規模の見直し等が課題として指摘されてい

た。 

これらの課題については、その後、第Ⅱ期基本計画における「事業所母集団データ

ベースを活用し、企業活動を産業横断的に把握する統計の作成及び提供について検討

する」旨の課題に引き継がれ、関係８府省による「産業関連統計の体系的整備等に関

する検討会議」において「企業活動を産業横断的に把握する統計の作成及び提供につ

いて、対象となる各統計調査の結果を事業所母集団データベースに登録した上で、結

合集計した結果を提供する方向で、段階的な取組を進める」旨の結論が得られたとこ

ろである。 

企業統計の整備については、第Ⅱ期基本計画を引き継ぐ新たな計画の策定に係る審

議においても検討される見込みであるが、各府省においても、今後、当該結論に沿っ

た調査横断的な検討及び対応が進展することを期待する。 

 

３ オンライン調査の推進 

オンライン調査については、第Ⅱ期基本計画において、「統計調査の実施計画を企

画する際、オンライン調査を導入している調査は、オンラインによる回収率の向上方

策について事前に検討する」旨が示されているなど、その推進に取り組むことが求め

られている。 

本調査においては、郵送による回答のほか、従前からオンラインによる回答も可能

となっており、オンライン提出率は、平成 25年が 24.5％、 26年が 26.9％、 27年が

29.5％と増加傾向にある。 

これについて、経済産業省は、①督促業務におけるオンライン提出の推奨、②調査
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票に「調査対象ＩＤ」及び「確認コード」等をあらかじめ記載することによるオンラ

イン提出への誘導、③オンライン提出に関する問い合わせに対する丁寧な対応等を行

っており、これらの取組により、オンライン提出率が年々上昇しているものと評価で

きるところである。しかしながら、本調査が、一定規模以上の企業については全数調

査として行われており、反復継続的な形で調査が実施されていることなどを鑑みると、

今後もオンライン提出率の向上を図る余地があるものと考えられるところであり、更

なる利用促進を期待する。 

 

４ 今後の課題 

 「固定資産の増減」に関する項目のうち、「有形固定資産の当期除却額」の項目名

称を「有形固定資産の当期減少額」に変更することに関連し、次に掲げる事項を、課

題とする。 

① 「有形固定資産の当期除却額」を「有形固定資産の当期減少額」に変更すること

に伴う回答状況の変化について検証すること。 

② 有形固定資産及び無形固定資産に係る「減少額」の定義・範囲が、他の統計調査

と異なることを踏まえ、その関係も含めて、本調査における把握方法について再整

理すること。 
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第71回サービス統計・企業統計部会議事結果 

１ 日 付 平成29年５月12日（金） 

２ 議決参加者 

【委   員】 

西郷 浩（部会長）、野呂 順一、宮川 努 

３ 議 題 経済産業省企業活動基本調査の変更について 

４ 概 要 

○ 平成 29 年４月７日（金）に開催された第 70 回サービス統計・企業統計部会に

おいて、諮問第 103 号「経済産業省企業活動基本調査の変更について（諮問）」の審

議を行ったところ、審議がおおむね終了し、本部会に所属する委員において答申

（案）の方向性について、事実上の合意がなされた。 

これを受けて、統計委員会運営規則第６条第２項の規定に基づき、部会長作成の

答申（案）について書面による議事を行ったところ、全ての所属委員から賛同が得

られたことから、この答申（案）について、本部会で議決されたものとして扱い、

平成 29 年５月 30 日（火）開催予定の第 109 回統計委員会に報告することとされ

た。 

以上 

【資料２の参考１】
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別添省略

【資料２の参考２】
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政
策
等
の
企
画
・立
案
の
た
め
の
基
礎
資
料
とし
て
の
利
用

・外
資
系
企
業
動
向
調
査
（
経
済
産
業
省

:毎
年
）

・情
報
通
信
業
基
本
調
査
（
総
務
省
・経
済
産
業
省

:毎
年
）

な
ど

２
母
集
団
名
簿
の
一
部
とし
て
の
利
用
、他

の
統
計
調
査
へ
の
デ
ー
タ提

供

①
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所

サ
ー
ビス
部
門
の
企
業
の
海
外
進
出
が
国
内
の
雇
用
・賃
金
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
分
析

②
大
学
等
に
お
け
る
各
種
調
査
研
究

日
本
企
業
の
国
際
化
戦
略
とイ
ノベ
ー
シ
ョン
等
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
分
析

３
大
学
・研
究
機
関
等
に
お
け
る
研
究
・分
析
に
利
用
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今
回
の
変
更
内
容

１
．
調
査
事
項

（
１
）
消
費
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
「
税
込
み
」
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
追
加

(現
状

)

（
変
更
後
）

（
２
）
従
業
者
の
区
分
名
称
の
変
更

（
３
）
「
有
形
固
定
資
産
の
除
却
額
」
の
項
目
名
の
変
更

変
更
の
適
用
時
期
：
平
成

30
年
調
査
か
ら

（
現
状
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業
者

（
現
状
）
臨
時
・
日
雇
雇
用
者

（
変
更
後
）
正
社
員
・
正
職
員
以
外
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
）

（
変
更
後
）
臨
時
雇
用
者

（
現
状
）
有
形
固
定
資
産
の
当
期
除
却
額

（
変
更
後
）
有
形
固
定
資
産
の
当
期
減
少
額

(注
）
無
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
従
前
か
ら
「
無
形
固
定
資
産
の
当
期
減
少
額
」
と
な
っ
て
い
る

税
抜

き
 
□

消
費
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
税
込
み
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
､
会
計
処
理
上
税
込
み
で
記
入
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
税
抜
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
選
択
し
た
記
入
方
法
の
□
内
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ

い
｡

(
7
)

税
込

み
 
□

消
費

税
の

取
扱

い
（

□
内

に
レ

を
記

入
）

0
1
0
6

(
7
)
消

費
税

の
取

扱
い

（
□

内
に

レ
を

記
入

）
0
1
0
6

税
抜

き
 
□

☆
消
費
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
税
込
み
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
た
だ
し
､
会
計
処
理
上
税
込
み
で
記
入
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
税
抜
き
で
記
入
し
、
□
内
に
レ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
12



今
回
の
変
更
内
容

（
４
）
「
企
業
経
営
の
方
向
」
に
関
す
る
調
査
事
項
に
つ
い
て
選
択
肢
の
追
加

①
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
な
ど
機
関
設
計
に
関
す
る
事
項

（
現
状
）

（
変
更
後
）

②
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

（
現
状
）

（
変
更
後
）

（
５
）
法
人
番
号
の
記
入
欄
を
追
加

(
2
)

貴
社

の
機

関
設

計
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

番
号

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
（

年
度

末
現

在
）

１
．

監
査

役
（

会
）

設
置

会
社

で
あ

る
２

．
指

名
委

員
会

等
設

置
会

社
で

あ
る

３
．

監
査

等
委

員
会

設
置

会
社

で
あ

る
４

．
そ

の
他

10
02

(
3
)

ス
ト

ッ
ク

オ
プ

シ
ョ

ン
制

度
に

つ
い

て
、

設
問

の
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

ス
ト

ッ
ク

オ
プ

シ
ョ

ン
の

実
施

状
況

１
．

実
施

し
て

い
る

２
．

実
施

し
て

い
な

い
10
03

(
3
)

ス
ト

ッ
ク

オ
プ

シ
ョ

ン
制

度
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
番

号
す

べ
て

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
（

年
度

末
現

在
）

１
．

取
締

役
等

向
け

に
実

施
２

．
従

業
員

向
け

に
実

施
３

．
実

施
し

て
い

な
い

10
03

(
2
)

指
名

委
員

会
等

設
置

会
社

で
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

１
．

は
い

２
．

い
い

え
10
02
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今
回
の
変
更
内
容

２
．
集
計
事
項

（
１
）
上
記
１
（
３
）
及
び
（
４
）
の
変
更
に
伴
う
集
計
項
目
の
変
更

（
２
）
集
計
項
目
間
の
整
合
を
図
る
た
め
の
変
更

（
３
）
統
計
表
の
有
用
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
表
章
を
変
更

・
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
考
慮
し
て
集
計
事
項
の
一
部
取
り
や
め

（
注
）
二
次
的
な
利
用
に
つ
い
て
は
影
響
は
な
く
、
今
ま
で
ど
お
り
利
用
可

３
．
公
表
時
期

上
記
２
（
３
）
に
よ
り
確
保
し
た
作
業
工
数
を
使
い
確
報
公
表
を
１
か
月
早
期
化

（
注
）
上
記
の
ほ
か
、
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
調
査
計
画
上
の
記
述
変
更
あ
り
。
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想
定
さ
れ
る
論
点

１
．
変
更
内
容
の
妥
当
性

特
に
集
計
事
項
の
整
理
に
つ
い
て
、
利
活
用
上
の
観
点
及
び
集
計
実
務
上
の
観
点
の
両
面

か
ら
確
認

２
．
本
調
査
の
将
来
的
課
題
に
つ
い
て
の
検
討

前
回
答
申
（
注
１
）
の
際
に
示
さ
れ
た
今
後
の
課
題
（
注
２
）
及
び
「
公
的
統
計
の
整
備
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
」
（
平
成

26
年
３
月

25
日
閣
議
決
定
）
で
記
載
さ
れ
て
い
る
方
策
等
（
注

３
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
企
業
統
計
に
お
け
る
本
調
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論

（
注
１
）
「
諮
問
第

22
号
の
答
申

経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調
査
の
変
更
に
つ
い
て
」
（
平
成

22
年

1月
25
日
付
け
府
統
委
第
９
号
）

（
注
２
）
①
企
業
活
動
に
関
す
る
統
計
の
体
系
的
整
備

②
調
査
対
象
範
囲
及
び
規
模
の
見
直
し
等

（
注
３
）
別
表

今
後
５
年
間
に
講
ず
る
具
体
的
施
策

「
第
２

公
的
統
計
の
整
備
に
関
す
る
事
項
」
部
分

項
目

具
体
的
な
措
置
、
方
策
等

１
経
済
関
連
統
計
の
整
備

（
４
）
企
業
活
動
に
か
か
る
統
計
の
整
備

○
企
業
活
動
に
関
す
る
各
種
統
計
調
査
で
共
通
的
に
把
握
す
べ
き
項
目
を
整
理
し
た
上
で
、

事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
企
業
活
動
を
産
業
横
断
的
に
把
握
す
る
統
計
の

作
成
及
び
提
供
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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１　計画の変更
（１）報告を求める事
項の変更

① 消費税の取扱いに関するチェック
欄について、従前の「税抜き」に加
え、「税込み」の欄を追加

・適当と整理
（回答された内容の正確な取扱いを確保しようするもの。なお、税込
みに補正したデータによる統一的な集計について、可能な限り早期
に実現されることを期待）

② 従業者数の把握における正社員・
正職員以外の項目名称の変更

・適当と整理
（「統計調査における労働者の区分等に関するガイドライン」における
整理を踏まえ、他の統計調査の結果との比較可能性の向上に資する
もの）

③ 「有形固定資産の当期除却額」の
項目名称を「有形固定資産の当期
減少額」に変更

・適当と整理
（無形固定資産との間に用語の相違があった一方で、双方の定義・
範囲が同じであることから、用語の統一を図ろうとするもの）

◆ただし、本調査と「法人企業統計調査」との間で「減少額」の定義・
範囲が異なり、双方の統計調査に回答している報告者において紛れ
が生じるおそれがある。そのため、調査票の中に具体的な注釈を付
すとともに、公表の際にも、利用者に紛れが生じないよう配慮する必
要がある。

◆また、今回の変更が、「除却額」から「減少額」への名称の変更に
とどまり、用語の定義・範囲に変動が生じるものではないことから、
公表の際に、その旨を明示することについても、併せて配慮する必
要がある。

⇒【今後の課題】

④ 「企業経営の方向」に係る調査事
項について、選択肢を追加

・適当と整理
（行政ニーズを踏まえた見直しであるとともに、報告者負担が著しく増
加するものではない）

（２）報告を求める事
項の新設

○ 法人番号の追加 ・適当と整理
（第Ⅱ期基本計画に掲げられた課題に対応するもの。なお、平成31
年調査以降については、平成30年調査で回答された法人番号をプ
レプリントする形で報告負担の軽減が図られる予定）

（３）集計事項の変更 ① 上記（１）の変更を受け、集計事項
の一部を変更

・適当と整理
（報告を求める事項の変更に伴う機械的な変更）

② 集計事項間の整合を図るため、表
章区分の一部を変更

・適当と整理
（表章区分の軽微な変更）

③ 確報の集計表のうち、秘匿箇所が
多い集計表の一部項目について、
集計を取りやめ

・適当と整理
（従前から利活用面での制約が大きいものについての取りやめであ
り、秘匿作業に要している労力を軽減して、それにより得られるリソー
スを公表時期の早期化や集計結果の精度向上など、統計の有用性
の向上にあてる）

（４）公表時期の変更 ○ 確報の公表を１か月早期化 ・適当と整理
（利用者の利便性の向上に資するもの）

２ 前回答申における
今後の課題への対応
状況

※統計委員会答申
（平成22年１月）

○ 企業統計の整備における本調査
の位置付けや今後の方向性につ
いて意見交換

・企業統計の整備については、第Ⅱ期基本計画を推進する中で、一
定の結論が得られたところであり、新たな基本計画の策定に係る審議
においても検討される見込み。各府省においても、調査横断的な検
討及び対応が進展することを期待。

・オンライン調査の推進に取り組んでいることを確認するとともに、今
後更なる利用促進に期待。

《今後の課題》 ○

経済産業省企業活動基本調査の答申案の概要

変更内容等項目 答申案の概要

　「有形固定資産の当期除却額」の項目名称を「有形固定資産の当期減少額」に変更することに関連し、
①　「除却額」を「減少額」に変更することに伴う回答状況の変化について検証すること。
② 有形固定資産及び無形固定資産に係る「減少額」の定義・範囲が、他の統計調査と異なることを踏ま
え、その関係も含めて、本調査における把握方法について再整理すること。

３　オンライン調査の推進

資料２の参考３
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